
 交通局工事成績評定通知実施要領 

 

平成 26 年 11 月１日 管理者決定 

最終改正  令和８年４月１日 

 

 （目的） 

第１条 本要領は、神戸市交通局「交通局工事成績評定要領」（以下「評定要領」という。）第１に規

定する工事成績の評定に関して、その通知、説明請求及びそれに対する回答に関する事務処理につ

いて、必要な事項を定めるものとする。 

 

 （対象） 

第２条 前条の通知の対象とする工事は、評定要領第２に規定された対象工事とする。ただし、１件

の請負金額が５００万円未満のものについては、請負人から要求があった場合に限り通知するもの

とする。 

２ 前項ただし書に規定する請求の期限は、工事目的物の引渡しを受けた日から１年間とする。 

 

 （評定の結果の通知） 

第３条 管理者は、評定要領第９の規定により報告書が提出された後、当該工事の請負人に評定の結

果を速やかに別記様式第１により通知するものとする。 

 

 （説明請求） 

第４条 前条に規定する通知を受けた者は、通知を受けた日から起算して 14 日（「休日」を含む。）

以内に書面により、管理者に評定の結果について説明を求めることができるものとする。 

 

 （説明請求の提出） 

第５条 前条に規定する書面の提出先は、交通局経営企画課とする。 

 

 （説明請求に対する回答） 

第６条 管理者は、第４条に規定する説明請求を受けた場合，速やかに別記様式第２により回答する

ものとする。 

２ 管理者は、前項に規定する回答をする場合、別に定める工事成績評定評価委員会に意見を求める

ことができる。 

 

 （その他） 

第７条 この要領に定めるもののほか、実施上の細目について必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

この要領は、平成 26 年 11 月１日から施行する。      

附 則 

（施工期日） 

１ この要領は、平成 29年 10 月１日から施行する。  

 （経過措置） 



２ この要領の施行日前２年間に完成した工事の請負については、施行日以降１年間に限り、第２条

に規定する請求を行うことができるものとする。   

附 則 

この要領は、平成 31 年４月１日から施行する。  

   附則 

この要領は、令和 2年 9月 17 日から施行する。 

   附則 

この要領は、令和５年１月 30日から施行する。 

附則 

この要領は、令和８年４月１日から施行する。 

 

  



別記様式第１                                （公印省略） 

    第    号 

令和  年  月  日 

契約の相手方 

商号又は名称 

 代 表 者 氏 名  様 

神戸市交通事業管理者 

工事成績評定通知書 

 

貴社が受注した工事について、交通局工事成績評定要領に基づき評定した結果を通知いたします。 

なお、評定の結果に疑問があるときは、神戸市交通局に対してその疑問の旨を付して、この書面の

通知を受けた日から 14日（休日を含む）以内に書面により、説明を求めることができます。 

説明請求に対する回答は、書面によりいたします。 

 

工   事   名 
（契約番号    －    ） 

○ ○ ○ ○ 工事 

工事成績評定結果 
評定 

 ○○○ 点 

評 定 結 果 の 内 訳 

評価項目 細 別 評定点／ 満 点 

１．施工体制 Ⅰ．施工体制一般       ／  3.3 点 

Ⅱ．配置技術者 ／  4.1 点 

２．施工状況 Ⅰ．施工管理       ／ 13.0 点 

Ⅱ．工程管理       ／  8.1 点 

Ⅲ．安全対策       ／ 8.8 点 

Ⅳ．対外関係       ／  3.7 点 

３．出来形及び出来ばえ Ⅰ．出来形 ／ 14.9 点 

Ⅱ．品質 ／ 17.4 点 

Ⅲ．出来ばえ       ／  8.5 点 

４．工事特性（加点のみ） ／  7.3 点 

５．創意工夫（加点のみ） ／  5.7 点 

６．社会性等（加点のみ） ／  5.2 点 

７．法令遵守等（減点のみ） －   点 

評定点合計（四捨五入により整数とする）       ／ 100 点  

総合評価落札方式における履行義務違反 有 ・ 無 ※  

工事の 

技術的難易度 

工事 

区分 

(  ． ． ) 易 ・ やや難 ・ 難 

 技術的難易度評価  

  

（注）本通知書の内容に関しては、神戸市交通局のホームページに掲載している交通局工事成績評定

要領をご参照ください。 

※ 履行義務違反の内容 

 

【説明請求に関する問合せ先】 

（工事担当課）神戸市交通局○○部○○課 補職名 TEL ０７８－○○○－○○○○ 

 



評定結果に対する説明請求の手続きの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【説明請求について】 

工事成績評定結果について疑問がある場合は、神戸市交通局に対して説明請求することができま

す。その際には、事前に工事担当課（表面に記載）へ手続き等に関する問合せを経てから書面によ

り提出して下さい。説明請求ができる期間は、評定結果の通知を受けた日から 14 日（休日を含む）

以内です。 

・説明請求（書面） 

説明請求書には、契約番号、工事名、疑問の旨を記入して下さい。 

・説明請求書の提出先 

〒652-0855 

神戸市兵庫区御崎町 1丁目 2番 1号 

神戸市交通局経営企画課 宛  

      TEL ０７８－９８４－０１０４ 

請 負 人 

交通局経営企画課 

請 負 人 

工事担当課 

※説明請求に際しては、必ず、前ページの

下段に記載の工事担当課に、事前問合せ

をおこなって下さい。 

説
明
請
求 

（
書
面
） 

回
答 

評
定
結
果 

通
知 

検査合格 

手続き等に関する問合せ 



別記様式第２ 

    第    号 

令和  年  月  日 

契約の相手方 

商号又は名称 

 代 表 者 氏 名  様 

神戸市交通事業管理者 

 

 

工事成績評定に係る説明書（回答） 

 

 

神戸市交通局工事成績評定通知実施要領第６条第１項に基づき、令和 年 月 日付で貴社から説

明を求められました評定内容について，下記のとおり回答します。 

 

 

記 

 

 

１ 工事名 

２ 説明請求に対する回答 

 

 

 

 

 

 

 

 


